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令令和和55年年第第 11回回市市議議会会（（定定例例会会））にに次次のの案案件件をを提提出出すするる。。 
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議案第 号

 

 

令和 年度堺市一般会計予算

令和 年度堺市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第 表債務負担行為」による。

（地方債）

第 条 地方自治法第 条第 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 表地方債」による。

（一時借入金）

第 条 地方自治法第 条の 第 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 条 地方自治法第 条第 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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歳       入
（単位　千円）

款 項

 1 市 税 157,402,342 

 1 市 民 税 73,033,328 

 2 固 定 資 産 税 60,417,936 

 3 軽 自 動 車 税 1,446,131 

 4 市 た ば こ 税 6,073,318 

 5 入 湯 税 399 

 6 事 業 所 税 5,215,013 

 7 都 市 計 画 税 11,216,217 

 2 地 方 譲 与 税 2,087,000 

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 718,000 

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 1,037,000 

 3 森 林 環 境 譲 与 税 88,000 

 4 特 別 と ん 譲 与 税 226,000 

 5 石 油 ガ ス 譲 与 税 18,000 

 3 利 子 割 交 付 金 116,000 

 1 利 子 割 交 付 金 116,000 

 4 配 当 割 交 付 金 850,000 

 1 配 当 割 交 付 金 850,000 

 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 912,000 

 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 912,000 

 6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 163,000 

 1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 163,000 

 7 法 人 事 業 税 交 付 金 2,176,000 

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 2,176,000 

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額
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歳       入
（単位　千円）

款 項

 8 地 方 消 費 税 交 付 金 19,800,000 

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 19,800,000 

 9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 140,000 

 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 140,000 

10 環 境 性 能 割 交 付 金 541,000 

 1 環 境 性 能 割 交 付 金 541,000 

11 軽 油 引 取 税 交 付 金 5,971,000 

 1 軽 油 引 取 税 交 付 金 5,971,000 

12
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

9,700 

 1
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

9,700 

13 地 方 特 例 交 付 金 1,000,000 

 1 地 方 特 例 交 付 金 1,000,000 

14 地 方 交 付 税 37,291,000 

 1 地 方 交 付 税 37,291,000 

15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 271,449 

 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 271,449 

16 分 担 金 及 び 負 担 金 3,458,810 

 1 負 担 金 3,458,810 

17 使 用 料 及 び 手 数 料 5,636,085 

 1 使 用 料 3,595,484 

 2 手 数 料 2,040,601 

18 国 庫 支 出 金 106,282,466 

 1 国 庫 負 担 金 93,541,749 

 2 国 庫 補 助 金 12,447,341 

 3 国 庫 委 託 金 293,376 

金 額
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歳       入
（単位　千円）

款 項

19 府 支 出 金 30,825,849 

 1 府 負 担 金 22,292,903 

 2 府 補 助 金 6,992,895 

 3 府 委 託 金 1,540,051 

20 財 産 収 入 4,445,812 

 1 財 産 運 用 収 入 523,632 

 2 財 産 売 払 収 入 3,922,180 

21 寄 附 金 1,338,097 

 1 寄 附 金 1,338,097 

22 繰 入 金 12,546,978 

 1 他 会 計 繰 入 金 152,649 

 2 基 金 繰 入 金 12,394,329 

23 繰 越 金 1 

 1 繰 越 金 1 

24 諸 収 入 10,734,811 

 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 130,128 

 2 市 預 金 利 子 250 

 3 貸 付 金 元 利 収 入 5,344,486 

 4 収 益 事 業 収 入 2,336,288 

 5 受 託 事 業 収 入 50,243 

 6 雑 入 2,873,416 

25 市 債 28,800,600 

 1 市 債 28,800,600 

432,800,000 

金 額

歳 入 合 計
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歳       出
（単位　千円）

款 項

 1 議 会 費 1,235,973 

 1 議 会 費 1,235,973 

 2 総 務 費 36,442,448 

 1 総 務 管 理 費 23,780,640 

 2 徴 税 費 2,471,081 

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 1,646,933 

 4 選 挙 費 903,688 

 5 統 計 調 査 費 59,202 

 6 監 査 委 員 費 142,305 

 7 自 治 振 興 費 586,593 

 8 ス ポ ー ツ 費 1,383,741 

 9 人 事 委 員 会 費 119,126 

10 区 政 推 進 費 3,059,832 

11 国 際 文 化 費 2,289,307 

 3 民 生 費 195,898,746 

 1 社 会 福 祉 費 60,595,161 

 2 生 活 保 護 費 47,661,406 

 3 児 童 福 祉 費 60,519,697 

 4 災 害 救 助 費 13,309 

 5
国 民 健 康 保 険 事 業
特 別 会 計 繰 出

9,341,937 

 6
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計 繰 出

8,394 

 7
介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 繰 出

14,204,741 

 8
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
特 別 会 計 繰 出

3,554,101 

金 額
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歳       出
（単位　千円）

款 項

 4 衛 生 費 37,302,944 

 1 公 衆 衛 生 費 16,628,208 

 2 医 務 費 3,446,720 

 3 環 境 衛 生 費 617,302 

 4 保 健 所 費 2,517,580 

 5 環 境 共 生 費 2,193,163 

 6 清 掃 費 11,877,048 

 7 堺 市 水 道 事 業 会 計 繰 出 22,923 

 5 労 働 費 283,403 

 1 労 働 諸 費 283,403 

 6 農 林 水 産 業 費 939,632 

 1 農 業 委 員 会 費 83,198 

 2 農 業 費 532,423 

 3 水 産 業 費 4,689 

 4 農 業 土 木 費 319,322 

 7 商 工 費 6,100,444 

 1 商 工 費 6,026,429 

 2 消 費 者 対 策 費 74,015 

 8 土 木 費 39,285,281 

 1 土 木 管 理 費 871,556 

 2 道 路 橋 り ょ う 費 8,242,453 

 3 河 川 水 路 費 718,607 

 4 都 市 計 画 費 14,587,461 

 5 住 宅 費 5,078,356 

 6
公 共 用 地 先 行 取 得
事 業 特 別 会 計 繰 出

786,848 

 7 堺 市 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 8,000,000 

 8 堺 市 下 水 道 事 業 会 計 貸 付 1,000,000 

金 額
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歳       出
（単位　千円）

款 項

 9 消 防 費 9,623,522 

 1 消 防 費 9,623,522 

10 教 育 費 66,005,947 

 1 教 育 総 務 費 17,255,337 

 2 小 学 校 費 26,976,283 

 3 中 学 校 費 13,105,711 

 4 高 等 学 校 費 942,359 

 5 幼 稚 園 費 482,449 

 6 特 別 支 援 学 校 費 1,918,223 

 7 社 会 教 育 費 5,325,585 

11 公 債 費 38,335,309 

 1 公 債 費 1,000 

 2 公 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 38,334,309 

12 諸 支 出 金 1,046,351 

 1 還 付 金 839,598 

 2 基 金 費 206,753 

13 予 備 費 300,000 

 1 予 備 費 300,000 

432,800,000 

金 額

歳 出 合 計
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

本 会 議 ・ 委 員 会
イ ン タ ー ネ ッ ト 中 継 事 業

令和 5 ～ 10 年度 21,000 

行 政 情 報 化 推 進 事 業 令和 5 ～ 7 年度 54,000 

納 付 拡 大 事 業 令和 5 ～ 8 年度 179,000 

職 員 安 全 衛 生 事 業 令和 5 ～ 8 年度 147,000 

広 報 紙 全 戸 配 布 事 業 令和 5 ～ 6 年度 9,000 

文 書 等 集 配 業 務 令和 5 ～ 8 年度 71,000 

総 務 事 務 セ ン タ ー 運 営 事 業 令和 5 ～ 8 年度 384,000 

財 務 会 計 シ ス テ ム 再 構 築 令和 5 ～ 7 年度 443,000 

統 計 調 査 支 援 シ ス テ ム 賃 貸 借 令和 5 ～ 10 年度 4,000 

庁 舎 管 理 事 業 令和 5 ～ 9 年度 43,000 

ス ポ ー ツ 施 設 等 整 備 事 業 令和 5 ～ 6 年度 154,000 

ス ポ ー ツ 施 設 等 管 理 事 業 令和 5 ～ 17 年度 54,000 

深 井 駅 周 辺 地 域 活 性 化 事 業 令和 5 ～ 8 年度 2,893,000 

障 害 者 福 祉 施 設 整 備 補 助 令和 5 ～ 6 年度 98,000 

子 育 て 支 援 業 務
事 務 処 理 セ ン タ ー 事 業

令和 5 ～ 6 年度 3,000 

次 期 堺 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援
事 業 計 画 策 定 支 援 事 業

令和 5 ～ 6 年度 3,000 

公 立 認 定 こ ど も 園 施 設 整 備 事 業 令和 5 ～ 7 年度 1,351,000 

斎 場 E S C O 事 業 令和 5 ～ 21 年度 331,000 

粗 大 ご み 電 話 等 受 付 業 務 令和 5 ～ 10 年度 483,000 

東 工 場 運 営 管 理 事 業 令和 5 ～ 9 年度 915,000 

女 性 雇 用 促 進 等 職 場 環 境
整 備 支 援 事 業 補 助

令和 5 ～ 6 年度 1,000 

デ ジ タ ル 人 材 育 成 支 援 事 業 令和 5 ～ 6 年度 1,000 

企 業 投 資 促 進 事 業 令和 5 ～ 10 年度 950,000 

伝 統 産 業 振 興 事 業 令和 5 ～ 6 年度 6,000 

橋 り ょ う 整 備 事 業 令和 5 ～ 6 年度 683,000 

用 地 取 得 事 業 令和 5 ～ 6 年度 120,000 

道 路 新 設 改 良 事 業 令和 5 ～ 6 年度 42,000 

期　　　間

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

橋 り ょ う 新 設 改 良 事 業 令和 5 ～ 6 年度 560,000 

道 路 舗 装 事 業 令和 5 ～ 6 年度 117,000 

道 路 掘 さ く 跡 復 旧 事 業 令和 5 ～ 6 年度 21,000 

河 川 水 路 整 備 事 業 令和 5 ～ 7 年度 77,000 

水 路 新 設 改 良 事 業 令和 5 ～ 6 年度 179,000 

交通バリアフリー化整備促進事業 令和 5 ～ 6 年度 65,000 

泉 北 ニ ュ ー タ ウ ン 再 生 事 業 令和 5 ～ 6 年度 265,000 

中 百 舌 鳥 駅 前 広 場 活 用 事 業 令和 5 ～ 7 年度 16,000 

住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 等 補 助 令和 5 ～ 6 年度 130,000 

街 路 事 業 令和 5 ～ 6 年度 32,000 

連 続 立 体 交 差 事 業 令和 5 ～ 19 年度 4,316,000 

大 和 川 線 事 業 令和 5 ～ 7 年度 544,000 

公 園 施 設 管 理 事 業 令和 5 ～ 6 年度 48,000 

公 園 整 備 事 業 令和 5 ～ 6 年度 7,000 

市営住宅使用料滞納債権回収業務 令和 5 ～ 7 年度 5,000 

市 営 住 宅 建 替 事 業 令和 5 ～ 9 年度 946,000 

消 防 車 両 等 整 備 事 業 令和 5 ～ 6 年度 315,000 

消 防 行 政 統 合 シ ス テ ム 整 備 事 業 令和 5 ～ 6 年度 382,000 

教職員人事給与システム更新業務 令和 5 ～ 6 年度 77,000 

電 話 教 育 相 談 事 業 令和 5 ～ 8 年度 35,000 

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 令和 5 ～ 7 年度 2,628,000 

期　　　間
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（単位  千円）

庁 舎 等 整 備 事 業 277,600 政 府 証 書 30  年 10  年

防 災 対 策 事 業 146,500 借 入 以　内 以　内

ス ポ ー ツ 施 設 等
整 備 事 業

147,600 及 び

区 役 所 等 整 備 事 業 1,600 銀 行 証 券

文 化 施 設 整 備 事 業 225,200 そ の 他 発 行

町 家 活 用 推 進 事 業 18,200

百舌鳥古墳群保存活用事業 2,200

障 害 福 祉 施 設
整 備 事 業

41,600

老 人 福 祉 施 設
整 備 事 業

581,100

保 育 所 等 整 備 事 業 9,000

認 定 こ ど も 園
整 備 事 業

17,800

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 302,000

災 害 援 護 資 金 貸 付 1,300

検 査 機 器 整 備 事 業 9,500

公 衆 衛 生 施 設
整 備 事 業

2,300

医 療 機 器 等 整 備 事 業 660,000

環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 41,700

広 域 廃 棄 物 埋 立
処 分 場 整 備 事 業

21,000

清 掃 工 場 整 備 事 業 442,900

清 掃 運 搬 施 設 等
整 備 事 業

14,500

水 道 事 業 出 資 6,800

農 業 振 興 事 業 103,300

地 域 整 備 事 務 所
整 備 事 業

3,700

直 轄 国 道
負 担 金 事 業

409,000

道 路 橋 り ょ う
整 備 事 業

879,200

道 路 橋 り ょ う
新 設 改 良 事 業

517,500

交 通 安 全 対 策 事 業 227,100

道 路 舗 装 事 業 1,108,600

河 川 水 路 整 備 事 業 25,600

左のうち
据置期間

起債の目的 限度額 借入先 利　率

第 ３ 表　地 方 債

地 方 公
共 団 体
金 融
機 構

起債の
方　法

償  還
方　法

償  還
期　限

5.0％以内。
ただし、利率
見直し方式で
借り入れる財
政融資資金及
び地方公共団
体金融機構資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率｡

元利均等
若しくは
元金均等
償還又は
満期一括
償還。
ただし、
市財政の
都合によ
り繰上償
還又は未
償還額の
範囲内に
おいて借
換えをす
ることが
できる。
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（単位  千円）

河 川 改 良 事 業 161,200

水 路 新 設 改 良 事 業 149,600

泉 北 ニ ュ ー タ ウ ン
再 生 事 業

721,800

阪 神 高 速 道 路 出 資 6,300

街 路 事 業 138,700

鉄 道 高 架 事 業 1,459,600

大 和 川 線 事 業 74,600

土 地 区 画 整 理 事 業 51,600

臨 海 整 備 事 業 11,200

公 園 施 設 改 修 事 業 321,500

緑 化 推 進 事 業 5,900

公 園 整 備 事 業 261,200

公 園 墓 地 整 備 事 業 7,400

交 通 バ リ ア フ リ ー 化
整 備 事 業

50,100

市 営 住 宅 整 備 事 業 141,400

既 設 改 良 住 宅
改 善 事 業

98,900

市 営 住 宅 建 替 事 業 953,400

住 環 境 整 備 事 業 100,000

消 防 施 設 整 備 事 業 663,800

教 育 文 化 セ ン タ ー
整 備 事 業

33,700

小 学 校 校 舎 等
整 備 事 業

1,931,500

中 学 校 校 舎 等
整 備 事 業

628,900

高 等 学 校 校 舎 等
整 備 事 業

3,700

幼 稚 園 園 舎 等
整 備 事 業

128,200

特 別 支 援 学 校
校 舎 等 整 備 事 業

58,500

公 民 館 整 備 事 業 61,000

図 書 館 整 備 事 業 45,600

青 少 年 セ ン タ ー 等
整 備 事 業

89,600

博 物 館 整 備 事 業 36,300

臨 時 財 政 対 策 債 14,161,000

起債の目的 限度額 借入先
起債の
方　法

償  還
期　限

左のうち
据置期間

利　率
償  還
方　法
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議案第 2 号 

 

 

令和 5 年度堺市国民健康保険事業特別会計予算  

 

令和 5年度堺市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第 1条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 87,528,837千円と定める。 

2  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第 2条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、 

期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」による。 

 

（一時借入金） 

第 3条  地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000,000千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第 4条  地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を 

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用 
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歳       入
（単位　千円）

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 料 16,151,489 

 1 国 民 健 康 保 険 料 16,151,489 

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 

 1 手 数 料 1 

 3 国 庫 支 出 金 3,129 

 1 国 庫 補 助 金 3,129 

 4 府 支 出 金 60,493,421 

 1 府 補 助 金 60,493,421 

 5 財 産 収 入 65 

 1 財 産 運 用 収 入 65 

 6 繰 入 金 10,692,662 

 1 他 会 計 繰 入 金 9,341,937 

 2 基 金 繰 入 金 1,350,725 

 7 諸 収 入 188,069 

 1 延 滞 金 及 び 過 料 53,748 

 2 出 産 費 貸 付 金 収 入 1,000 

 3 雑 入 133,321 

 8 繰 越 金 1 

 1 繰 越 金 1 

87,528,837 

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳       出
（単位　千円）

款 項

 1 総 務 費 1,424,513 

 1 総 務 管 理 費 1,424,511 

 2 徴 収 費 2 

 2 保 険 給 付 費 59,580,402 

 1 療 養 諸 費 51,574,414 

 2 高 額 療 養 費 7,500,767 

 3 給 付 諸 費 505,221 

 3 国民健康保険事業費納付金 25,534,091 

 1 医 療 給 付 費 分 納 付 金 18,386,538 

 2 後期高齢者支援金等分納付金 5,248,499 

 3 介 護 納 付 金 分 納 付 金 1,899,054 

 4 保 健 事 業 費 925,075 

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 581,114 

 2 保 健 事 業 費 343,961 

 5 公 債 費 1 

 1 公 債 費 1 

 6 諸 支 出 金 54,755 

 1 出 産 費 貸 付 金 1,000 

 2 諸 費 53,755 

 7 予 備 費 10,000 

 1 予 備 費 10,000 

87,528,837 

金 額

歳 出 合 計
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

国民健康保険診療報酬明細書点検業務 令和 5 ～ 6 年度 4,000 

国民健康保険コールセンター業務 令和 5 ～ 8 年度 315,000 

期　　　間

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為
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議案第 号 

 

 

令和 年度堺市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 年度堺市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第 表債務負担行為」による。

（地方債）

第 条 地方自治法第 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 表地方債」による。
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歳       入
（単位　千円）

款 項

財 産 収 入

財 産 売 払 収 入

繰 入 金

他 会 計 繰 入 金

市 債

市 債

歳       出
（単位　千円）

款 項

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費

公 債 費

公 債 費

諸 支 出 金

一 般 会 計 繰 出

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

街 路 事 業 令和 ～ 年度

連 続 立 体 交 差 事 業 令和 ～ 年度

公 園 整 備 事 業 令和 ～ 年度

期　　　間

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為
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（単位  千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 借入先 利 率

公 共 用 地 先 行
取 得 事 業

銀 行

その他

証書

借入

及び

証券

発行

5.0％以内 元利均等若
しくは元金
均等償還又
は満期一括
償還。
ただし、市
財政の都合
により繰上
償還又は未
償還額の範
囲内におい
て借換えを
することが
できる。

年

以内

年

以内

償  還
方  法

償  還
期  限

左のうち
据置期間

起 債 の
方 法

第 ３ 表　地 方 債
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議案第 号 

 

 

令和 年度堺市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和 年度堺市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 表歳入歳出予算」による。
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歳       入
（単位　千円）

款 項

 1 繰 入 金 8,394 

 1 他 会 計 繰 入 金 8,394 

 2 繰 越 金 176,756 

 1 繰 越 金 176,756 

 3 諸 収 入 251,538 

 1 貸 付 金 元 利 収 入 251,012 

 2 雑 入 526 

436,688 

歳       出
（単位　千円）

款 項

 1
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費

436,688 

 1
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費

436,688 

436,688 

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第 号

 

 

令和 年度堺市介護保険事業特別会計予算

令和 年度堺市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第 表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第 条 地方自治法第 条の 第 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 条 地方自治法第 条第 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用
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歳       入
（単位　千円）

款 項

介 護 保 険 料

介 護 保 険 料

国 庫 支 出 金

国 庫 負 担 金

国 庫 補 助 金

府 支 出 金

府 負 担 金

府 補 助 金

支 払 基 金 交 付 金

支 払 基 金 交 付 金

財 産 収 入

財 産 運 用 収 入

繰 入 金

他 会 計 繰 入 金

基 金 繰 入 金

諸 収 入

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

市 預 金 利 子

受 託 事 業 収 入

雑 入

繰 越 金

繰 越 金

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳       出
（単位　千円）

款 項

 1 総 務 費 1,788,325 

 1 総 務 管 理 費 1,788,325 

 2 保 険 給 付 費 82,197,310 

 1 介護・予防サービス等諸費 77,995,585 

 2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 2,510,957 

 3 高額医療合算介護サービス等費 369,227 

 4 特定入所者介護サービス等費 1,321,541 

 3 地 域 支 援 事 業 費 5,229,686 

 1
介 護 予 防 ・ 日 常 生 活
支 援 総 合 事 業 費

3,863,123 

 2 包 括 的 支 援 等 事 業 費 1,355,076 

 3 そ の 他 諸 費 11,487 

 4 公 債 費 500 

 1 公 債 費 500 

 5 諸 支 出 金 25,000 

 1 還 付 金 25,000 

 6 予 備 費 10,000 

 1 予 備 費 10,000 

89,250,821 

金 額

歳 出 合 計
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

介 護 予 防 「 あ ・ し ・ た 」
プ ロ ジ ェ ク ト 運 営 業 務

令和 5 ～ 7 年度 40,000 

期　　　間

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為
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議案第 6 号 

 

 

令和 5 年度堺市公債管理特別会計予算  

 

令和 5年度堺市の公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 54,036,410 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。 
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歳       入
（単位　千円）

款 項

 1 分 担 金 及 び 負 担 金 154,646 

 1 負 担 金 154,646 

 2 財 産 収 入 25,000 

 1 財 産 運 用 収 入 25,000 

 3 繰 入 金 42,720,804 

 1 他 会 計 繰 入 金 38,334,309 

 2 基 金 繰 入 金 4,386,495 

 4 市 債 11,135,960 

 1 市 債 11,135,960 

54,036,410 

歳       出
（単位　千円）

款 項

 1 公 債 費 54,036,410 

 1 公 債 費 54,036,410 

54,036,410 

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第 号

 

 

令和 年度堺市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 年度堺市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第 表債務負担行為」による。
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歳       入
（単位　千円）

款 項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

使 用 料 及 び 手 数 料

手 数 料

繰 入 金

他 会 計 繰 入 金

繰 越 金

繰 越 金

諸 収 入

延 滞 金 及 び 過 料

雑 入

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳       出
（単位　千円）

款 項

総 務 費

総 務 管 理 費

徴 収 費

後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療広域連合納付金

諸 支 出 金

諸 費

予 備 費

予 備 費

金 額

歳 出 合 計
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（単位　千円)

事　　　　　　　項 限　　度　　額

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
コ ー ル セ ン タ ー 業 務

令和 5 ～ 8 年度 14,000 

期　　　間

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為
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議案第 8 号 

 

 

令和 5年度堺市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第1条 令和5年度堺市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 人 口                                                 822,100人 

(2) 年 間 給 水 量                                              92,354,000㎥ 

(3) 1 日平均給水量                                                 253,000㎥ 

(4) 主な建設改良事業 

    配水施設整備改良事業                   10,017,305千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                収        入 

第1款 水道事業収益 21,907,796千円  

 第1項 営 業 収 益        16,048,015千円  

 第2項 営 業 外 収 益        1,647,360千円  

第3項 特 別 利 益        4,212,421千円 

 

                支        出 

第1款 水道事業費用 17,040,964千円  

 第1項 営 業 費 用        16,493,395千円  

 第2項 営 業 外 費 用        491,369千円  

 第3項 特 別 損 失        6,200千円  

 第4項 予 備 費        50,000千円  
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（資本的収入及び支出） 

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額4,801,632千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額853,913千円及び損益勘定留

保資金3,947,719千円で補てんするものとする。）。 

 

                収        入 

第1款 資 本 的 収 入           6,944,633千円  

 第1項 企 業 債 6,366,400千円  

第2項 出 資 金 6,800千円 

 第3項 負担金及び分担金           514,670千円  

第4項 固定資産売却代金 5,763千円 

第5項 返 還 金 51,000千円 

 

支        出 

第1款 資 本 的 支 出           11,746,265千円  

 第1項 建 設 改 良 費           10,214,469千円  

 第2項 償 還 金           1,531,796千円  

 

（債務負担行為） 

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期  間 限 度 額        

配水管整備工事 令和5～7年度 5,530,000千円 

配水管改良工事 令和5～6年度 193,000千円 

配水場改良工事 令和5～7年度 134,000千円 

水道施設修繕等工事 令和5～6年度 187,000千円 

水道施設維持管理業務 令和5～6年度 103,000千円 

情報システム統合基盤賃貸借 令和5～11年度 357,000千円 

給排水設備工事管理システムの構築 令和5～11年度 286,000千円 

水道料金等管理システム運用業務 令和5～9年度 207,000千円 

浅香山浄水場跡地売却事業 令和5～7年度 144,000千円 

情報システム管理支援業務 令和5～8年度 50,000千円 
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（企業債） 

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の

目 的 
限度額 借入先 

起債の 

方 法 
利  率 

償 還 

方 法 

償 還 

期 限 

左のうち 

据置期間 

水道事業 

千円 

 

 

 

 

 

 

6,366,400 

政  府 

 

地方公共  

団 体 

金融機構 

 

銀  行 

 

そ の 他 

証書借入 

又 は 

証券発行 

 

5.0％以内。 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる財

政融資資金及

び地方公共団

体金融機構資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率。 

  

元利均等

若しくは

元金均等

償還又は

満期一括

償還 

40年以内 5年以内 

ただし、財政の都合により繰上償還又は未償還額の範囲内において借換えをすることができる。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ 

 以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費     2,186,206千円 

 

（他会計からの補助金） 

第9条 児童手当に係る経費に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

16,123千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第10条 たな卸資産の購入限度額は、156,000千円と定める。 
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議案第 9 号 

 

 

令和 5年度堺市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第1条 令和5年度堺市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 処理区域内人口                           808,600人 

(2) 年間処理水量 104,688,000㎥ 

(3) 1日平均処理水量 286,800㎥ 

(4) 主な建設改良事業 

    管きょ、ポンプ場及び下水処理場整備事業等         15,726,078千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                収        入 

第1款 下水道事業収益 29,907,157千円  

 第1項 営 業 収 益        23,623,687千円  

 第2項 営 業 外 収 益        6,274,264千円  

第3項 特 別 利 益        9,206千円 

 

                支        出 

第1款 下水道事業費用 28,616,673千円  

 第1項 営 業 費 用        25,600,785千円  

 第2項 営 業 外 費 用        2,955,787千円  

 第3項 特 別 損 失        10,101千円  

 第4項 予 備 費        50,000千円  
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（資本的収入及び支出） 

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額12,144,361千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額966,993千円及び損益勘定留

保資金11,177,368千円で補てんするものとする。）。 

 

                収        入 

第1款 資 本 的 収 入           21,779,008千円  

 第1項 企 業 債           15,369,300千円  

第2項 出 資 金 363,230千円 

第3項 補 助 金             5,042,000千円  

 第4項 負担金及び分担金           4,293千円  

第5項 他 会 計 借 入 金 1,000,000千円 

第6項 固定資産売却代金 120千円 

第7項 基 金 収 入 65千円 

 

支        出 

第1款 資 本 的 支 出           33,923,369千円  

 第1項 建 設 改 良 費           16,305,502千円  

 第2項 償 還 金           17,617,802千円  

 第3項 補 助 金 等 返 還 金 65千円  

 

（債務負担行為） 

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期  間   限 度 額        

下水管きょ布設工事 令和5～7年度 3,721,000千円 

下水ポンプ場築造工事 令和5～8年度 3,090,000千円 

下水処理場築造工事 令和5～9年度 3,022,000千円 

三宝水再生センターほか施設維持管理業務 令和5～6年度 280,000千円 
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（企業債） 

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の

目 的 
限度額 借入先 

起債の 

方 法 
利  率 

償 還 

方 法 

償 還 

期 限 

左のうち 

据置期間 

下水道 

事 業 

千円 

 

 

 

 

 

 

15,369,300 

政  府 

 

地方公共  

団 体 

金融機構 

 

銀  行 

 

そ の 他 

証書借入 

又 は 

証券発行 

 

5.0％以内。 

ただし、利率

見直し方式で

借り入れる財

政融資資金及

び地方公共団

体金融機構資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率。 

  

元利均等

若しくは

元金均等

償還又は

満期一括

償還 

40年以内 5年以内 

ただし、財政の都合により繰上償還又は未償還額の範囲内において借換えをすることができる。 

 

（一時借入金） 

第7条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ 

 以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費     2,151,614千円 

 

（他会計からの補助金） 

第10条 下水道事業の雨水処理等に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

 7,553,970千円である。 
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